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連日長蛇の列の 

道の駅「パン＆プリンお持ち帰りセット」 

２パターンをご用意！（要予約） 

参加者にはちょっとしたお土産も！ 

ぜひご参加ください。 

 

回覧



 

榛原コース 相良コース 

乗降場所 時間 乗降場所 時間 

①細江コミュニティセンター 9：30 発 
①地頭方原子力防災センター

ジーボ 
10：45 発 

②榛原庁舎 

（正面入り口前駐車場） 
9：40 発 

②須々木バス停（旧相良公民

館跡） 
10：55 発 

③川崎コミュニティ 

防災センター 
9：50 発 ③相良庁舎（正面玄関付近） 11：10 発 

④勝間田保育園 9：55 発 ④中西集会所（萩間） 11：25 発 

⑤桜祭会場・道の駅 10：05 着 
⑤牧之原区民センター（相

良） 
11：40 発 

河津桜祭・そらっと牧之原 

（滞在時間：10：05～12：05）※道の駅での昼食 
⑥静岡空港 11：55 着 

桜祭会場・道の駅 12：05 発 静岡空港（滞在時間 11：55～12：55） 

静岡空港 12：15 着 静岡空港 12：55 発 

静岡空港（滞在時間：12：15～13：15） 桜祭会場・道の駅 13：05 着 

静岡空港 13：15 発 
河津桜祭・そらっと牧之原 

（滞在時間 13：05～15：05）※道の駅での昼食 

④→③→②→① ①13：45 着 
桜祭会場・道の駅 15：05 発 

⑤→④→③→②→① ①16：15 着 
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■申込期間：１月８日（木）～２月６日（金） 

■定  員：榛原コース 40 人   

相良コース 40 人 

■申込方法：QR コードまたは電話 

〖道の駅お持ち帰りセットについて〗 

※希望者のみ※ 

✿A コース✿ 

 抹茶プリン１個 

 おすすめパン２個 

 

✿B コース✿ 

 抹茶プリン２個 

 おすすめパン４個 

1,000 円 

1,500 円 

※購入を希望される方はお申し込み時にご予約ください。 

https://logoform.jp/form/gCEn/1373972 

※定員に達し次第申込を締め切ります。 

※一緒に行くご友人・ご家族等の分も 

いちどに申込可能です。 

お申込みされた方には、２月９日（月）以降

に案内状をお送りします。 

 ■ 留 意 事 項 ■ 

 

・お申込みをキャンセルされる場合は、必ず地域振興課までご連絡ください。 

・申込が定員に達した場合は、キャンセル待ちとなります。 

ご理解とご協力をお願いいたします。 

・申込についてご不明な点がある場合は、以下問い合わせ先までご連絡ください。 

 問い合わせ先 

牧之原市役所榛原庁舎５階 地域振興課 

〒421-0495 

牧之原市静波 447番地 1 

☎：0548-23-0053（受付時間：平日 8：15～17：00） 

✉：kotsu@city.makinohara.lg.jp 
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第一化成 

小糸製作所 

 

 

東名高速 至 吉田 IC 至 牧之原 IC 

坂口谷川 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸

🌸 🌸 🌸 🌸



警察庁・都道府県警察

生活道路における自動車の

法定速度が引き下げられます!!

60㎞/h60㎞/h

高速自動車国道のうち、本線
車道並びにこれに接する加速
車線及び減速車線以外のもの

以下の道路における自動車の法定速度は引き続き60㎞/ｈです以下の道路における自動車の法定速度は引き続き60㎞/ｈです
1 3

自動車専用道路
4

◆決められた速度の範囲内であっても、道路や交通の状況、天候や視界などをよく考えて、安全な速度で走りましょう。◆決められた速度の範囲内であっても、道路や交通の状況、天候や視界などをよく考えて、安全な速度で走りましょう。

◆道路標識又は道路標示により最高速度が指定されている道路では、その速度が最高速度となります。例えば、道路標識により最高速度が 40km/h と指定
　されている生活道路では、最高速度は 30km/h ではなく 40km/h となります。
◆道路標識又は道路標示により最高速度が指定されている道路では、その速度が最高速度となります。例えば、道路標識により最高速度が 40km/h と指定
　されている生活道路では、最高速度は 30km/h ではなく 40km/h となります。

/ｈ/ｈ

※※

令和８年９月１日
改正道路交通法施行令施行

※ここでいう「生活道路」とは、主に地域住民の日常生活に
　利用されるような、中央線などがない道路のことです。
※ここでいう「生活道路」とは、主に地域住民の日常生活に
　利用されるような、中央線などがない道路のことです。

道路標識又は
道路標示による
中央線又は
車両通行帯が
設けられている
一般道路

2
道路の構造上又は
柵その他の工作物に
より自動車の通行が
往復の方向別に
分離されている
一般道路


